
令和６年度 事 業 計 画 

 
令和６年度においては、当リサーチセンター事業の三本柱である労働問題

に関する 1）調査研究事業、2）研究助成事業、3）優秀図書･論文の表彰、を

引き続き着実に実施していくこととし、厳しい金融情勢が続くことを踏まえ

て、1）時宜に適った、社会的意義の高い調査研究事業の実施、2）財務状況

を踏まえた効率的な事業の展開、3）新公益法人制度に対応した業務運営に

留意して事業を実施していくものとする。 
具体的には、令和６年度において以下のとおり事業を推進する。 

 
１ 調査研究事業 

 
(１) 常設の研究会による調査研究活動 

 
① 21 世紀労働法研究会による調査研究の実施 

 
本研究会は、労働問題に関する政策課題をその法的側面について問題点の

整理を行い、政策方向について提言等を行うことを目的に平成 19 年度に設

置した。令和５年度においては「労働条件分科会報告『今後の労働契約法制

及び労働時間法制の在り方について（労働時間部分）』」、「三位一体型労働市

場改革と骨太の方針（労働部分）」「新しい時代の働き方に関する研究会の検

討状況」等のテーマについて検討・議論を３回行った。本年度は、例年同様

3～4 本のテーマを取り上げて議論していく。 
 
また、平成 25 年度に設置した、労働関係法令の立法経緯等に関する資料

の収集等を目的とする部会を、令和５年度においては４回開催し、「公共企

業体の改革」「昭和の終わり頃の労政行政について」等について関係者から

ヒアリングを行った。本年度は、引き続きテーマを選定しながらヒアリング

等を行っていくこととする。 

② 人事・労務管理研究会による調査研究の実施 
 
本研究会は、少子高齢化やグローバル化、非正規労働者の増大、ダイバー

シティ等によって大きく変わろうとしている人事労務管理について、職場で

生じている実情を調査するとともに、これからの人事労務管理のあり方をま

とめ、必要があれば政策提言を行うことを目的に、平成 23 年度に設置した。



 

令和５年度においては 3 回開催し、大手精密機械メーカー、ICT サービス企

業の人事・労務管理担当者及び生命保険会社の人事担当役員からリスキリン

グに対応した人事・労務管理、高度専門領域人財の採用・キャリア形成等に

ついてヒアリングを行った。本年度も、引き続き実情調査を進めることとす

る。 
 

(2)委託研究の実施 
 
労働に関する諸問題について、特に専門的かつ実証的な解明を必要とする

基本的課題等について、引き続き専門家・研究者等に研究委託し、その成果

を取りまとめることとする。本年度においては、比較労働法に関する研究、

新たな時代の労働政策の課題とキャリア保障の 2 本の研究テーマについて

行う。 
 

 (3)普及啓発活動の実施 

 

   労働問題に関する調査研究の成果を踏まえ、時宜にあったテーマを選定し

シンポジュームを開催するなどにより、成果の普及啓発に務める。 

    

２ 調査研究助成事業 

 
労働問題研究の振興、促進を図るため、社会的に有意義で、かつ特色がある

と認められる調査研究活動に対して助成を行う。令和５年度は「労使関係の視

点からみたプラットフォームワーク：日本的雇用システムにおける周辺部と

の連続性」等４本の研究助成を行った。本年度についても、4～5 本程度を目

途に助成を行うこととする。 

 
３ 図書・論文表彰事業 

 
人文科学及び自然科学における労働関係の図書・論文で、令和４年１０月

から本年９月までに刊行されたものうち、特に優れていると認められる図

書・論文 2～3 点を目途に表彰し、「冲永賞」を授与する。優秀図書・論文の

選考に当たっては、冲永賞選考作業部会委員も含め労働問題に関する学者・

研究者に社会的に有意義でかつ優れたものの推薦を依頼し、推薦のあった図

書・論文について、まず冲永賞選考作業部会において事前審査を行い、その

上で審査委員会において慎重かつ厳正な審査を行い、表彰図書・論文を決定



 

する。 
 

４ 理事会･評議員会の開催と行政庁への報告 

 
本年 6 月と来年 3 月に定例の理事会、評議員会を開催するほか必要に応

じ適宜理事会等を開催する。 
また、財務諸表、事業計画書、収支予算書等を適切に作成し、法令に基づ

き行政庁に報告することとする。 
 
 
 


